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ハラスメントの防止に関する基本方針等（例） 
 

（１）基本方針の例 
※ 各ハラスメント類型の定義まで記載している基本方針の例も多い。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ハラスメントの防止に関する基本方針 
2019年 9 月 
〇〇株式会社 

当社は、次のとおり、ハラスメントの防止に関する基本方針を定めます。 

１．職場におけるセクシュアルハラスメント、職場における妊娠・出産・育児休業等に関する
ハラスメント、職場におけるパワーハラスメントその他の就業環境を害する言動（以下、
「職場におけるハラスメント」という。）は、個人の尊厳を傷つけ職場秩序や業務の遂行を
阻害する不当な言動であり、当社はこれを許しません。また、職場におけるハラスメント
を見過ごすことも許しません。 

２．職場におけるハラスメントの内容や対処について、就業規則その他の服務規律を定めた規
程で定め、職場におけるハラスメントにかかる言動を行った者については、厳正に対処し
ます。また、職場におけるハラスメントの発生のおそれがある場合や、職場におけるハラ
スメントに該当するか否か微妙なグレーゾーンの言動であっても、良好な職場環境を整備
し維持するために、適切に対処するよう努めます。 

３．相談窓口を定め、相談窓口の担当者が相談の内容や状況に応じ適切に対処できるようにす
るなど、職場におけるハラスメントの相談に応じ適切に対応するために必要な体制を整備
します。なお、相談窓口においては、職場におけるハラスメントが生じている場合だけで
なく、その発生のおそれがある場合や、職場におけるハラスメントに該当するか否か微妙
なグレーゾーンの場合であっても、相談対応し、適切な対応を行うよう努めます。 

４．職場におけるハラスメントの相談があった場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認する
よう努めます。 

５．事実関係の確認の結果、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できた場合におい
ては、速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うとともに、行為者に対する
措置を適正に行い、また、再発防止に向けた措置を講じるなど適切な対応をします。な
お、職場におけるハラスメントが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の
措置を講ずるよう努めます。 

６．セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景には、性別役割分担意識に基づく言動もあ
ると考えられることから、これを解消するよう努めます。 

   妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景には、妊娠・出産等
や育児休業等に関する否定的な言動が頻繁に行われるなど育児休業・介護休業等の制度の
利用又は制度等の利用の請求等をしにくい職場風土や、制度等の利用ができることの職場
における周知が不十分であることなども考えられることから、これらを解消するよう努め
ます。 
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（２）シンプルな基本方針の例 

※ 「パワーハラスメント対策導入マニュアル（第３版）」（厚生労働省）の「参考資料１」を参照し
て作成 

 
  ハラスメントの防止に関する基本方針 

2019年 9月 
〇〇株式会社 

当社は、次のとおり、職場におけるハラスメントの防止に関する基本方針を定めます。 
 パワーハラスメントなど、個人の尊厳を損なう行為を許しません。また、それらを見過
ごすことも許しません。 

 当社の社員は、パワーハラスメントなど、個人の尊厳を損なう行為を行ってはなりませ
ん。 

 パワーハラスメントなどの解決のために相談窓口を設け、迅速で的確な解決を目指しま
す。相談者や、事実関係の確認に協力した方に対し、不利益な取扱いは行いません。ま
た、プライバシーを守って対応します。 

（ハラスメント相談窓口） 
内線：0000 

   職場におけるパワーハラスメントの発生の原因や背景には、労働者同士のコミュニケー
ションの希薄化などの職場環境の問題もあると考えられることから、これを解消するため
の取組を行うよう努めます。 

７．職場におけるハラスメントにかかる相談対応にあたっては、相談者・行為者等のプライバ
シーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、相談をしたことや当該相談への対応
に協力した際に事実を述べたことを理由として不利益な取扱いを行ってはならないものと
します。 

８．当社は、他社の社員、就職活動中の学生等の求職者、個人事業主およびインターンシップ
を行っている者など当社の社員以外の者に対する職場におけるハラスメントに類する言動
についても、これを許さず、前各条に準じて、適切な対応・取組を行うよう努めます。 
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ハラスメントの防止に関する規程（例） 
 

（目的）  
第１条  本規程は、職場におけるハラスメントの防止および排除のための措置並びにハラスメ
ント等に起因する問題に関する雇用管理上の措置を定める。  

 
（定義等）  
第２条  この規程の適用を受ける社員は、正社員のみならず、パートタイム労働者、契約社員
等その名称を問わず会社に雇用されている全ての労働者を含むものとする。 
２  この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。 
(1) セクシュアルハラスメント 
  セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する他の社員（「他の社員」
は派遣社員を含む。以下同じ。）の対応等により当該社員の労働条件に関して不利益を与える
ことまたは性的な言動により他の社員の就業環境を害することをいう。 
なお、性的な言動は、相手の性的指向または性自認の状況に関わらないほか、異性に対す

る言動だけでなく、同性に対する言動も該当する。 
(2) 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント 
  妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントとは、職場において行われる、他の社員が
妊娠・出産したことや他の社員の妊娠・出産・育児・介護等に関する制度・措置の利用に関
する上司・同僚からの言動により、他の社員の就業環境を害することをいう。 
なお、業務分担や安全配慮等の観点から、客観的にみて、業務上の必要性に基づく言動によ
るものについては、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには該当しない。  

(3) パワーハラスメント 
  パワーハラスメントとは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、
業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、他の社員の就業環境を害することをいう。 
なお、「職場内での優位性を背景に」とは、行為を受ける者が行為者に対して抵抗・拒絶で
きない蓋然性が高い関係に基づいて行われることであり、直属の上司はもちろんのこと、直
属の上司以外であっても、先輩後輩関係などの人間関係により、相手に対して実質的に影響
力を持つ場合のほか、キャリアや技能に差のある同僚や部下が実施的に影響力を持つ場合を
含むものとする。 
３  前項の職場とは、勤務部署のみならず、社員が業務を遂行する全ての場所をいい、また、
就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされる就業時間外の時間を含むものとする。 

 
（禁止行為）  
第３条  全ての社員は、他の社員を業務遂行上の対等なパートナーとして認め、職場における
健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負うとともに、職場において次の第２項から
第７項に掲げる行為をしてはならない。  
２  セクシュアルハラスメント  
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① 性的および身体上の事柄に関する不必要な質問・発言  
② わいせつ図画の閲覧、配付、掲示  
③ うわさの流布  
④ 不必要な身体への接触  
⑤ 性的な言動により、他の社員の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為  
⑥ 交際・性的関係の強要  
⑦ 性的な言動への抗議または拒否等を行った社員に対して、解雇、不当な人事考課、配置転
換等の不利益を与える行為  

⑧その他、相手方および他の社員に不快感を与える性的な言動  
３  妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント  
  ① 部下の妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な

取扱いを示唆する言動  
  ② 部下または同僚の妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動  
  ③ 部下または同僚が妊娠・出産、育児･介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌が

らせ等  
  ④ 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動  
  ⑤ 部下または同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等  
４  パワーハラスメント 
 ① 身体的な攻撃（暴行・傷害） 
 ② 精神的な攻撃（脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言等） 
 ③ 人間関係からの切り離し（隔離・仲間はずし・無視） 
 ④ 過大な要求（業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害） 
 ⑤ 過小な要求（業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じるこ

とや仕事を与えない） 
 ⑥ 個の侵害（私的なことに過度に立ち入る） 
 ⑦ その他、社会通念に照らし、当該行為が明らかに業務上の必要性がない、またはその態様

が相当でない言動 
５ 前各項に定めるもののほか、暴行、人格を否定するような言動、侮辱的な言動、威圧的な
言動その他の業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により、他の社員の就業環境を害する
こと 
６ 他社の社員、就職活動中の学生等の求職者、個人事業主およびインターンシップを行って
いる者など当社の社員以外の者に対して、第２項から第５項に定める言動に類する言動をす
ること 
７ 部下である社員が第２項から前項の言動をしている事実を認めながら、これを黙認する上
司の行為 
８ 第５条の相談および相談対応が行われた場合は、同条の行為者は、同条の相談者に対し、
自らまたは第三者を介して、報復的行為、相談の取下げ要求または相談者との接触その他相
談者に不当に心理的圧力を与える行為をしてはならない。 
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（相談窓口）  
第４条  前条第１項ないし第６項に該当する言動（以下、「ハラスメント」という。）に関する
相談を受け付ける窓口（以下、「相談窓口」という。）は、本社および各事業場で設けること
とし、その責任者は人事部長とする。 
２ 相談窓口には相談員を複数名置く。 
３ 相談員は、本社にあっては人事部の、各事業場にあっては当該事業場の社員のうちから、
その長が指名する。この場合において、相談員には男女各１名が含まれるよう努めることと
する。 

 
（相談等および相談対応） 
第５条 ハラスメントの被害者に限らず、被害者の同僚、上司その他全ての社員は、相談窓口
を利用することができる。 
２ 相談窓口は、ハラスメントが現実に生じている場合だけでなく、その発生のおそれがある
場合やハラスメントに該当するか否かが微妙な場合であっても、広く相談に応じるものとす
る。 
３ 会社は、相談に対応するために雇用管理上必要な措置として、以下の措置を講ずることが
できる。 
① 相談を申し出た社員（以下、「相談者」という。）の就業環境の悪化防止のために必要な
措置 

② 事実関係の確認 
③ 確認した事実関係（ハラスメントが生じた事実が確認できた場合のほか、ハラスメント
が生じた事実が確認できなかった場合を含む。以下同じ。）の内容に応じた、相談者に対す
る配慮のための措置 

④ 確認した事実関係の内容に応じた、ハラスメント等（ハラスメントが生じた事実が確認
できなかった場合を含む。以下同じ。）の行為者（以下、「行為者」という。）に対する措置 

⑤ 相談者および行為者のプライバシーを保護するために必要な措置 
⑥ 再発防止に向けた措置 
⑦ ハラスメント等の原因や背景となる要因を解消するための措置 
⑧ 前各号のほか、ハラスメント等を解消し、社員の良好な就業環境を維持するために必要
な措置 

 
（相談体制の周知等） 
第６条 社長は、本社および各事業場の相談窓口における相談を受け付ける方法その他必要な
事項を社員に周知する。 
２ 人事部長は、相談員の名前を人事異動等の変更の都度、周知するとともに、相談員に対す
る対応マニュアルの作成および相談への対応に必要な研修を行うものとする。 
（相談員の責務等） 
第７条 相談員は、相談者から、当該相談にかかる問題の事実関係の把握に努め、必要に応じ
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て、相談者に対し指導または助言を行う。 
２ 相談を受けた相談員は、相談者が希望するときは、本社においては人事部長に、各事業場
においては相談者の属する部署の所属長に報告するものとする。ただし、相談にかかるハラ
スメントに起因する問題の内容等に相談者の属する部署の所属長が関係する場合は人事部長
に、相談者が本社の相談窓口の相談員に相談を行った場合において、当該相談者が希望する
ときは相談者の所属する部署の所属長に報告するものとする。 

 
（事実確認） 
第８条 人事部長または所属長は、前条第２項の報告を受けたときは、相談への対応（以下、
「相談対応」という。）の一貫として、行為者、被害者、上司その他の関係者からの事情聴取
その他の事実確認を行う必要があると認めるときは、事実確認を行う。 
２ 前条第２項の報告を受けた人事部長または所属長は、事実確認を実施するか否かを遅滞な
く相談者に通知するものとする。 
３ 人事部長または所属長は、必要があるときは、社員の中から補助者を指名し、前項の事実
確認を行わせることができる。 
４ 人事部長または所属長は、相談にかかる言動に他の部署に所属する者が関係する場合にお
いて必要と認めるときは、関係部署の長に対し、事実確認への協力を求め、または必要な事
実確認の実施を依頼することができる。この場合において、協力を求められた関係部署の長
は、自らまたは必要に応じて社員の中から補助者を指名して、依頼にかかる事実確認を行い、
その結果を当該依頼をした人事部長または所属長に報告するものとする。 
５ 事実確認を行う者は、当該相談にかかる問題の事実関係の把握に努め、公正に調査を実施
しなければならない。 
６ 相談対応としての事実確認への協力を求められた社員は、正当な理由なくこれを拒むこと
ができない。 

 
（必要な措置の実施） 
第９条 第７条第２項の報告を受けた所属長は、当該報告の事実および前条の事実確認の実施
の有無・内容を人事部長に報告するものとする。 
２ 第７条第２項の報告または前項の報告を受けた人事部長は、事実確認等の結果をふまえて、
雇用管理上の措置として、就業規則等に従い、懲戒の他、行為者の異動等被害者の労働条件
および就業環境を改善するために必要な措置を講じる。 

 
（秘密の保持等） 
第 10 条 相談員、人事部長、所属長およびこれらの者による相談の受付および相談対応を補
助する者（以下、「相談対応者」という。）は、相談の受付および相談対応にあたっては、当
事者およびこれに関係する者のプライバシーや名誉その他の人権を尊重するとともに、知り
得た秘密を漏えいしてはならない。 
２ 相談対応者による事情聴取その他の相談の対応への協力を求められた者は、協力を求めら



 

7 

れた事実、当該相談への対応に協力した事実および協力の内容その他の当該協力により知り
得た事実を秘密として、これを漏えいしてはならない。 

 
（不利益取扱いの禁止） 
第 11 条 会社は、相談者および当該相談への対応に協力した者に対し、相談をしたことまた
は当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、解雇その他不利益な取
扱いをしてはならない。  

 
 （再発防止）  
第 12 条 人事部長は、ハラスメント等の事案が生じたときは、ハラスメントがあってはなら
ない旨の方針およびその行為者については厳正に対処する旨の方針について、再度周知徹底
を図るとともに、事案発生の原因の分析、研修の実施等、適切な再発防止策を講じるものと
する。 
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［ハラスメントと業務による心理的負荷の評価］ 

ハラスメントなどの心理的負荷による精神障害の労災認定については、「心理的負荷による精神障害の
認定基準」（H23.12.26 基発 1226 第 1号。改正：R2.8.21 基発 0821第 4 号。「認定基準」）に基づいて、
発病した精神障害が業務上のものと認められるかの判断が行われている。 
認定基準によると、以下のいずれの要件もみたす対象疾病は、「業務上の疾病」（労基法施行規則別表第 1

の 2 第 9 号）として取り扱うものとされている。 
① 対象疾病（精神障害）を発病していること。 
② 対象疾病の発病前おおむね６か月の間に、業務による強い心理的負荷が認められること。 
③ 業務以外の心理的負荷および個体側要因により対象疾病を発病したとは認められないこと。 

具体的には、労働基準監督署の調査に基づき、発病前おおむね 6 か月の間に起きた業務による出来事に
ついて、認定基準の別表 1「業務による心理的負荷評価表」において、対象疾病の発病に関与したと考
えられる業務による出来事等による心理的負荷の程度が「強」「中」「弱」の三段階に区分されていて、
「強」と評価される場合に、要件②を満たすとされている（認定の流れについては、厚生労働省が公表
している「精神障害の労災認定」がわかりやすく解説している）。 
「業務による心理的負荷評価表」中に、ハラスメントに関連する出来事の類型と心理的負荷の強度が掲
載されており、当該言動がハラスメントに該当するかの判断の際に参考になるため、該当箇所を抜粋し
て掲載する（2020年 5月に「業務による心理的負荷評価表」が改正され、「具体的出来事」等にパワー
ハラスメントが追加されるとともに、具体的出来事の文言の修正が行われた）。 
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